
　１．計画策定の趣旨 　４．計画の構成（案）

　　本計画は、民有林が所在する市町村が５年ごとに作成する計画であり、地域の森林・林業の特徴を 　Ⅰ　伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

　踏まえた森林整備の基本的な考え方や、これを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を 　Ⅱ　森林の整備に関する事項

　推進するための施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方を定める長期的な 　Ⅲ　森林の保護に関する事項

　視点に立った森林づくりの構想として策定するもの。 　Ⅳ　森林の保健機能の増進に関する事項

　２．計画の位置づけ 　Ⅴ　その他森林の整備のために必要な事項

　５．主な変更点（案）

《北海道の地域森林計画に基づき全市町村が変更する事項》

（１）生物多様性ゾーン※１の考え方に関する事項の追加

　　⇒　地域森林計画に即して、水源涵養林や山地災害防止林等、全ての森林の区域・ゾーニングを記載

　　　する必要があることから、これまで記載していなかった生物多様性ゾーンについて、「森林整備の

　　　基本方針」に基本的な考え方を追加するほか、望ましい森林の姿、森林の整備及び保全の考え方、

　　　区域の設定や施業の方法を追加するもの。

（２）下刈り等の保育に関する事項の追加・修正

　　⇒　地域森林計画に即して、下刈り等における標準的な方法と実施時期について記載内容を見直す必

　　　要があることから、「森林の整備に関する事項」に下刈り等の目的や省力化・効率化などの事項を

　　　追加するほか、実施時期の表記を修正するもの。

《森林の経年変化等により帯広市が変更する事項》

（１）　現況に応じた森林の区域の変更・削除

　　⇒　森林の現況が変化したことにより森林の区域を変更するほか、林地開発や伐採後の転用などによ

　　　り森林が形成されていない箇所を削除するもの。　　

　６．スケジュール

北海道が策定する十勝地域森林計画の決定

経済文教委員会へ計画骨子案の報告

帯広市森林整備計画実行管理推進チーム※２会議にて意見聴取

　３．計画の期間 経済文教委員会へ計画案の報告

公告・縦覧（概ね１か月）

国の意見聴取・北海道との協議

帯広市森林整備計画の決定

　２月９日 ※２　帯広市森林整備計画実行管理推進チーム

森林施業プランナー、林業関係団体等の森林・林業の専門的

な技術や知識を有する関係者で構成する機関。

帯広市森林整備計画を実行性のある計画とするため、意見を

聴取することを目的として設置している。

　現計画：令和元（2019）年度から令和10（2028）年度

　新計画：令和６（2024）年度から令和15（2033）年度

　２月中旬～

　３月中旬

　３月下旬

帯広市森林整備計画（骨子案）について

　12月下旬

　１月12日

　１月下旬

○森林や林業・木材産業に関する施策の長期的かつ総合的な政策の方向・目標を

　定めた計画。

○森林・林業基本法に基づき、政府がおおむね５年ごとに計画変更。

○森林・林業基本計画に即し、国の森林整備及び保全の方向や地域森林計画等の

　指針を定めた計画。

○森林法第４条に基づき、農林水産大臣が５年ごとに策定。

○全国森林計画に即し、都道府県の森林関連施策の方向、地域における伐採、造林、

　林道、保安林の整備の目標や市町村森林整備計画の指針を定めた計画。

○森林法第５条に基づき、都道府県知事が５年ごとに策定。

○北海道を13の地域に区分し、年に２～３の地域ごとに計画を策定。

○地域森林計画に適合し、区域内の民有林において、森林所有者等が行う造林から

　伐採に至る森林施業の規範などを定めた計画。

○森林法第10条の５に基づき、市町村長が５年ごとに10年を一期とした計画を策定。

○地域森林計画の策定、変更に合わせて、都度適合させる必要あり。

○森林所有者等が自発的にその所有に係わる森林につき具体的な森林施業内容を

　定めた計画。

○森林法第11条に基づき、森林所有者等が５年ごとに策定。

全国森林計画

【農林水産大臣】

地域森林計画

【都道府県知事】

市町村森林整備計画

【市町村長】

森林経営計画

【森林所有者】

森林・林業基本計画

【政府】

※１ 生物多様性ゾーン

河川や湖沼周辺に位置し生物多様性保全の機能の発揮や、貴重な森林生態系を維持するなど、特に保全が求められる森林に設定。

帯広市は設定箇所なし。

令和6年1月12日
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